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第１節 目的等 

 この計画は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第42条の規定及び改正前の東南海・南海地震に係

る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成14年法律第92号）第6条（推進計画）の規定に基づき、本

市の地域に係る防災（災害予防対策、災害応急対策及び災害復旧・復興対策）に関し、市、府、指定地方行

政機関、指定公共機関、指定地方公共機関等が処理すべき事務又は業務の大綱等を定めることにより、防災

活動の総合的かつ計画的な推進を図り、もって本市の地域並びに住民の生命、身体及び財産を災害から保護

することを目的とする。 

 

第１ 計画の構成 

 この計画の構成は、目的、防災関係機関の業務の大綱等基本的事項及び各編共通の事項を定める総則、被

害を予防するため災害発生前に行うべき諸対策について定める災害予防対策、災害発生直後または発生する

おそれがある場合に、被害の拡大を防止するために行うべき諸対策について定める災害応急対策、災害発生

から一定期間経過後、被災地の社会経済活動を災害発生前の状態へ回復させるために行うべき諸対策につい

て定める災害復旧･復興対策の各編に分けることを基本的な構成とする。 

各編においては、各種災害に比較的共通する事項を基本事項としてまとめ、市域で想定される各々の災害

種別において個別の対策が必要な場合は、災害種別毎に必要な事項を定める。 

  


